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 電子契約利用申請について

 電子契約利用申請が必要となる方

電子契約利用申請は、競争入札や見積もり合わせで落札し、契約相手方となる

受注者（事業者）の方が、電子契約を希望する場合に申請が必要となります。

※落札者ではない方、または電子契約を希望しない方は不要です。

電子契約利用申請について
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電子契約利用申請は、電子で契約締結することへの希望の確認、及び電子契約で締結す

るために必要となる情報を入力していただくための申請です。

 電子契約利用申請をするタイミング

電子契約を希望される方は、競争入札等で落札されましたら速やかに、

電子入札利用申請を市ホームページ（申請フォーム）より提出してください。

なお、電子入札利用申請は「契約ごと」に提出が必要です。



利用申請に必要な情報

電子契約利用申請には、次の情報が必要となりますので、事前に準備の上、申請をお願いします。
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 電子契約の希望

「電子契約を希望する」にチェックをつけるところがあります。

 件名

「契約ごと」に申請が必要となりますので、どの案件に対する申請か、件名を入力してください。

 契約締結権限を有する方の情報

本市に登録されている契約権限を有する方（代表者または委任者）の情報を入力してください。

氏名、役職、電子契約に使用するメールアドレスの入力が必要です。

 契約事務を担当される方の情報

この契約の事務を担当される方の情報を入力してください。

氏名、連絡先を入力してください。



 電子契約利用申請の入口
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操作方法（１）

上記のURLにアクセスすると、

「電子契約」のページが開きます。

そのページの

「電子契約利用申請はこちらから」

をクリックしてください。

URL：https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/123565.html



 組織一覧の中から契約担当課を選択
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操作方法（２）

次に電子契約利用申請フォームの組織一覧が

表示されるため、組織一覧の中から

「契約担当課」を選択してください



 必要情報を入力し、電子契約利用申請を提出する
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操作方法（３）

左記のような申請フォームが表示されます。

必要情報を入力し、申請を提出してください。

ここで入力・提出された情報を基に

契約書の作成や

電子契約システムでの準備を

市担当者が進めていきます。



 契約担当課からの返送

 契約前に提出が必要となる書類の提出

契約前に市に提出する必要のある以下のような書類については、

契約担当課と調整の上、電子メールにて契約担当課に送付してください。

・部分払、中間前金払選択届

・建設リサイクル法第１３条の書面 など

申請後の契約手続きについて
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電子契約利用申請後には、契約担当課より申請を確認した旨のメールを返信します。

また、提出していただいた情報を基に契約締結に向けて、準備を進めます。

準備完了後、電子署名の依頼メールが「提出した電子契約に使用するアドレス」に

届きますので、内容確認の上、署名をお願いします。
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